
福島国際研究教育機構
から⾒えてくる、
浜通りの「復興」利⽤

吉⽥千亜



ヘルマン・ゲーリング（ナチス最高幹部）

「反対の声があろうがなかろうが、

人々を政治指導者の望むようにするのは簡単です。
国民にむかって、われわれは攻撃されかかっているのだと煽り、

平和主義者に対しては、愛国心が欠けていると

非難すればよいのです。

そして国を更なる危険にさらす。

このやりかたはどんな国でも有効ですよ。」

──ニュルンベルク裁判での発言



第２０８回国会での⼤きな動き

経済安全保障法成⽴
ー先端的技術の研究を進めやすくす

国際卓越⼤学法成⽴
ー学術の世界において「稼げる」ことを⽬標に

福島復興特措法改正
ー福島において「新産業創出」を産官学連携で⾏う

「似た⽤語がどの法律にも出てきている」
→軍学共同に反対する⽅々と、緊急でオンラインミーティング
（指宿昭⼀弁護⼠、駒込武さん、河かおるさん、佐藤嘉幸さん、吉原ゆかりさん）

「既存の⼤学や研究所から切り離された、
軍事研究をやる研究所を、政府は余程新設したいようですね」

【気を付けるべき⾔葉】

「イノベーション」「⺠⽣利⽤・公的利⽤」「安⼼・安全」「社会実装」

岩波「世界」2022年7⽉号
連載 閉ざされた⼟地
第3回（最終回）

原発被災地と「軍事研究」
の距離



「学位」
軍事研究者集めのために学術の世界を歪める

①先端的な技術における軍事研究の開発をすすめる
②学位の授与
福島国際研究教育機構有識者会議の議論
福島国際研究教育機構基本構想に明記

ーーーー
③特許を⾮公開
④研究者に守秘義務
⑤表から⾒えにくい資⾦調達（産官学連携）





軍事技術開発への研究者の動員

経済安全保障法制に関する有識者会議
（令和４年度〜）の7⽉25⽇における
議論（資料３より）

「軍事技術開発への研究者の動員」

→もはや、隠していない
・「今がチャンス」だと思っている
・ここまで着々と準備を重ねてきた
・浜通りは「狙われた」⼟地？





第１回福島県イノベーション・コースト構想の具体化に関する県・市町村検討会議
（2014年11⽉28⽇）経産省資料より



別の⽂脈と時系列で⾒るイノベーションコースト構想と福島国際研究教育機構
2006年 教育基本法の改正ー愛国⼼／防衛庁設置法等の⼀部を改正する法律案
2007年 防衛庁→防衛省／Jアラート運⽤開始
2008年 宇宙開発基本法（2007年1⽉に出されたものを修正）

ー宇宙開発利⽤の柱の⼀つに「我が国の安全保障に資する」ことを掲げ、
政府は「専守防衛の範囲内」での宇宙利⽤を推進すると明⾔（経団連提⾔）

2011年 東⽇本⼤震災・東京電⼒福島第⼀原⼦⼒発電所事故
2012年 JAXA法改正「平和利⽤に限る」が削除
2013年 ⾚⽻原⼦⼒災害現地対策本部⻑・経済産業副⼤⾂がハンフォード・サイト周辺地域を視察

ロボット⽇⽶共同研究合意書／総合科学技術イノベーション会議／秘密保護法
2014年 福島・国際研究産業都市（イノベーション・コースト）構想研究会、⾮公開で６回、報告書

ロボット⾰命実現会議（６回）／ロボット研究・実証拠点整備等に関する検討会（５回）
集団的⾃衛権⾏使容認の閣議決定を強⾏
国家安全保障局／ロボット⾰命宣⾔／防衛装備移転三原則
「総合科学技術・イノベーション会議」が、「⾰新的研究開発推進プログラム（ImPACT）」

2015年 戦争法（安保法制）／ロボット新戦略／防衛省安全保障技術研究推進制度ー学術に⼿をいれる
2017年 共謀罪
2018年 福島ロボットテストフィールド無⼈航空機エリアのみオープン
2019年 福島浜通り地域の国際教育研究拠点に関する有識者会議（7⽉〜2020年6⽉までに15回開催）
2020年 福島ロボットテストフィールド全⾯オープン／⽇本学術会議任命拒否問題
2022年 福島国際研究教育機構基本⽅針

経済安全保障法（経団連提⾔）／国際卓越研究⼤学法／福島復興特措法改正／⼟地規制法成⽴



国⽴⼤学の研究資⾦は平均42万円（年間）

（新聞⾚旗）



「研究開発費、7億円出ます」
「ロボット１台あたり100万、1500万まで出ます」
「ロボットテストフィールド利⽤料も補助があります」



2013年から「ハンフォード」に視察

2013年から始まっている
浜通りの「利⽤」構想

【キーワード】
「産業都市構想」
「ハンフォード・サイト」
「（TRIDEC）」
「DARPA」



「国際教育研究拠点に関する最終とりまとめ
──福島浜通り地域の復興・創⽣を⽬指して」より



「Enelog」特別号（2021年3⽉）
（電気事業連合会のWebマガジン）



福島浜通り地域の国際教育研究拠点に関する有識者会議メンバーの⼀⼈に、永⽥恭介（筑波⼤学⻑）
→かつて、「防衛のための軍事研究は可能」という主旨の発⾔

→筑波⼤学のHPには筑波研究学園都市は「⽇本でも有数の学術都市」と書かれている



福島国際研究教育機構 経済安保法

国⼒としての防衛⼒を
総合的に考える有識者会議
（令和4年9⽉30⽇から開催）

稼げる⼤学法





国力としての防衛力を総合的に考える有識者会議（第２回）
令和4年10月20日（資料４より）



国力としての防衛力を総合的に考える有識者会議（第２回）
令和4年10月20日（資料４より）



国⽴研究開発法⼈ ⽇本原⼦⼒研究開発機構（JAEA /三春町）
国⽴研究開発法⼈ 量⼦化学技術研究開発機構（QST /いわき市）
国⽴研究開発法⼈ 国⽴環境研究所（NIES /三春町）
福島ロボットテストフィールド

福島国際教育研究機構に統合される

復興財源等で
予算を確保？







福島国際研究教育機構をめぐる住⺠の⽅の⾔葉
「沖縄に基地を押し付け、福島では軍事研究が⾏われるのではないか」
「戦争になったときに、沖縄と福島が真っ先に狙われてしまう」
「⼈の⽬につきにくく、やりやすいのではないか」
「国有地化された中間貯蔵施設の搬出後（30年後）以降は、軍事拠点に
なるのではないか」
→住⺠の⽅々の懸念

「これまでも、科学の進捗は軍事とともにあったのだから良いのではな
いか」
→同じく、住⺠の⽅の発⾔



「軍事の科学」（M・スーザン・リンディ著）

第３章 第⼀次世界⼤戦
「科学者、技術者、医師の世代にとって多くの意味で「訓
練場」」
第４章 「枢軸国と連合国の両⽅が専⾨家を兵器化
し、・・・科学的⽅針が新たに⽅向付けられた。・・・
もっとも重要な動員プロジェクトの⼀つが原⼦爆弾であ
る」
第８章「ブルーマーブル」（冷戦時の軍拡競争）
「こうした場所は、軍事計画⽴案者の⽬には、遠隔の地で
所有者も占有者もおらず、無価値で使い捨て可能な空き地
に⾒えていた」



10⽉22⽇
読売新聞



読売新聞2022年10⽉28⽇社説



この国は、軍拡を望んでいるのか

平和に資する研究をしたい研究者を守れるのか

復興予算で軍事研究に着手するつもりがないならば、

「平和に資する研究開発に限る」と

法律（福島復興特措法）に明記すべきではないか


